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　当期におけるわが国の経 は、 ロナ ルス の の中において

の経 対 、 ク の により、全体としては 基 となりました。

　一方、航空業 においては人 制 を う 事 発 等の影響もあり

に しい状況が続きました。

　当社においても貨物取 事業に関しては、国際 では長崎空 における中国 方

航空の長崎-上 が2020年２月より２年間以上に り運 していることで、

貨物取 いは どありませ でした。また 入貨物取 いに関しては、 、成

経 の 入貨物取 いが22 3 と、前期と し しておりますが、主要 入

貨物であった長崎 クルー け 用 用 物 の 入が えているこ

と、及び国内 の で 貨物の保 が しくなっていること等の理

から、 ロナ 以前の には に く及 ない状況です。

　不動産 貸事業に関しては、 ロナ での航空 等の影響により長崎

空 発 の航空貨物 載可能 が に したことで、主要 ナ である航

空貨物 理 の事業 が しく したこと等の理 により、2社の が発生し

ました。

　当社の第３ 期（２ ２１年度）営業 況は のとおりです。

　 上 （営業 入）　 １ ４３ 　対前期  （ ）

　内 は のとおりです。

家 入　　　　　   対前期  ４ （ ）

貨物取 入　　　　　　  １ 　対前期    　 ４２ （１１１ ）

国内貨物取 入　　    １ 　対前期     １ ４ （ ４ ）

ル・その他 入　      ４ １ 　対前期 　  １ （ ２ ３ ）

　 貸事業の 況は、 のとおりです。

となった案

　2021年6月 に 理 ２ １ からの 及び 月 に航空会社 からの で

あわせて２ の が発生しました。

規入 となった案

　2022年3月に航空会社 の入 が１ 発生しました。

　貨物の 別 況は、 のとおりです。

　貨物取 事業　取 合計　３ 　対前期 　２ （１１ ）

　内 は のとおりです。

（定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　 　　

　 ロナ により2020年2月より中国 方航空上 の全 が運 しております。

（保 貨物）　　 　 　 １ 　対前期 　 １ （全 ） 

　 月に 経 け生 貨物の取 実 が いました。

（ ーター ）　　　 　　　 　対前期 　　　　        　　　 

　前期 取 実 が いませ でした。

入 （定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　　　   

　前期 取 実 が いませ でした。              

入 （保 貨物）　　　　　３ 　対前期 　１ （１ ３３ ）

　 用間 部 の 入 が しました。

入 （ ーター ）　　   　　　 　対前期          　　　　　　

　前期 取 実 が いませ でした。

　営業 用は、 １ 　 対前期 　  （ ４ ）

となりました。

　 した主な 用は のとおりです。

人 　　　１ １ 　 対前期   ２ ４ （ １１ ）

家 　　　 ４ 　 対前期 　１ １ （ ２ ）

　　　　１ ３３ 　 対前期      （ ３３ ）

　営業利益は、　 ２４ 　 対前期   １ （４ ）

となりました。

　営業外 益は、　 １１３ 　 対前期      　３ （ ２４ １ ）

となりました。  内 は のとおりです。

取利 　　　　 １ １ 　 対前期      　１ （ １４ ３ ）　

入　　　　　　 １２ 　 対前期        １ （ ）　

　経 利益は、　 ３ 　 対前期 　１ （４ １ ）

となりました。

　 別損 は、　　 １２ 　 対前期 　　 　 ３  （ ３３ ）

　航空会社 の間 に い発生した 定資産除 損です。

　法人 等は、　 　で前期と となり は いませ でした。

　結果、当期 利益は　４ ３２ 　 対前期 　２ （ ）

となりました。

　航空会社 の間 切 　２

　該当事項はありませ 。

　１） ロナ の対応

　当期は長引く ロナ ルス の影響による航空貨物事業

の 等により、入 ナ の が2 発生し、 規入 が1 発生し

ました。

　営業 入の が家 入である当社としましては、これまで以上に空

に け営業 ルを やし、 規 ナ の に けて して

ります。

　 時に ス についても、業務の見 しを り当期以上の した ス

に取 で ります。

　２）施 の 持

　公 的要 を持つ物 施 においては、 による 候変動に えう

る施 、2050年 に けた ー ー ルな施 運営を求められ

ております。

　長崎 の重要な物 拠点として 全・ 心な貨物ターミナルの施 運営を

とする当社としましても、 用開 ２ 年が経過し、 が む当社施

の計画的な施 を継続するとともに、 を した 備 を め

て ります。

　３） ロナを見 えた貨物取 事業 の

　国内での ク の が む中、本年 以 には航空業 においても人

、 物 の 発 による空 の 性 が されます。国際 においても2023

年上 には運行 開が見込まれ、 も に することが期 さ

れます。

　また、長崎 の 施 の 入が決定すれ 、空 営 、24時間 等 、

長崎空 を取り く が一 に することが期 されております。

　当社としましても ロナを見 えた貨物取 事業 の 定及び

ー を めて ります。

　当社にとりましては に しい経営 が続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が しながら、適正な航空貨物ターミナル施 の事業運営を

するとともに、 なる経営の効 に取り でまいる 存で います。

　株主の におかれましても、なお一 の 理 と を りますようお

い し上 ます。

（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 

事  業  報  告

１．会社の現況に関する事項 
（1）事業の経過及びその成果
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航空の長崎-上 が2020年２月より２年間以上に り運 していることで、

貨物取 いは どありませ でした。また 入貨物取 いに関しては、 、成

経 の 入貨物取 いが22 3 と、前期と し しておりますが、主要 入

貨物であった長崎 クルー け 用 用 物 の 入が えているこ

と、及び国内 の で 貨物の保 が しくなっていること等の理

から、 ロナ 以前の には に く及 ない状況です。

　不動産 貸事業に関しては、 ロナ での航空 等の影響により長崎

空 発 の航空貨物 載可能 が に したことで、主要 ナ である航

空貨物 理 の事業 が しく したこと等の理 により、2社の が発生し

ました。

　当社の第３ 期（２ ２１年度）営業 況は のとおりです。

　 上 （営業 入）　 １ ４３ 　対前期  （ ）

　内 は のとおりです。

家 入　　　　　   対前期  ４ （ ）

貨物取 入　　　　　　  １ 　対前期    　 ４２ （１１１ ）

国内貨物取 入　　    １ 　対前期     １ ４ （ ４ ）

ル・その他 入　      ４ １ 　対前期 　  １ （ ２ ３ ）

　 貸事業の 況は、 のとおりです。

となった案

　2021年6月 に 理 ２ １ からの 及び 月 に航空会社 からの で

あわせて２ の が発生しました。

規入 となった案

　2022年3月に航空会社 の入 が１ 発生しました。

　貨物の 別 況は、 のとおりです。

　貨物取 事業　取 合計　３ 　対前期 　２ （１１ ）

　内 は のとおりです。

（定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　 　　

　 ロナ により2020年2月より中国 方航空上 の全 が運 しております。

（保 貨物）　　 　 　 １ 　対前期 　 １ （全 ） 

　 月に 経 け生 貨物の取 実 が いました。

（ ーター ）　　　 　　　 　対前期 　　　　        　　　 

　前期 取 実 が いませ でした。

入 （定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　　　   

　前期 取 実 が いませ でした。              

入 （保 貨物）　　　　　３ 　対前期 　１ （１ ３３ ）

　 用間 部 の 入 が しました。

入 （ ーター ）　　   　　　 　対前期          　　　　　　

　前期 取 実 が いませ でした。

　営業 用は、 １ 　 対前期 　  （ ４ ）

となりました。

　 した主な 用は のとおりです。

人 　　　１ １ 　 対前期   ２ ４ （ １１ ）

家 　　　 ４ 　 対前期 　１ １ （ ２ ）

　　　　１ ３３ 　 対前期      （ ３３ ）

　営業利益は、　 ２４ 　 対前期   １ （４ ）

となりました。

　営業外 益は、　 １１３ 　 対前期      　３ （ ２４ １ ）

となりました。  内 は のとおりです。

取利 　　　　 １ １ 　 対前期      　１ （ １４ ３ ）　

入　　　　　　 １２ 　 対前期        １ （ ）　

　経 利益は、　 ３ 　 対前期 　１ （４ １ ）

となりました。

　 別損 は、　　 １２ 　 対前期 　　 　 ３  （ ３３ ）

　航空会社 の間 に い発生した 定資産除 損です。

　法人 等は、　 　で前期と となり は いませ でした。

　結果、当期 利益は　４ ３２ 　 対前期 　２ （ ）

となりました。

　航空会社 の間 切 　２

　該当事項はありませ 。

　１） ロナ の対応

　当期は長引く ロナ ルス の影響による航空貨物事業

の 等により、入 ナ の が2 発生し、 規入 が1 発生し

ました。

　営業 入の が家 入である当社としましては、これまで以上に空

に け営業 ルを やし、 規 ナ の に けて して

ります。

　 時に ス についても、業務の見 しを り当期以上の した ス

に取 で ります。

　２）施 の 持

　公 的要 を持つ物 施 においては、 による 候変動に えう

る施 、2050年 に けた ー ー ルな施 運営を求められ

ております。

　長崎 の重要な物 拠点として 全・ 心な貨物ターミナルの施 運営を

とする当社としましても、 用開 ２ 年が経過し、 が む当社施

の計画的な施 を継続するとともに、 を した 備 を め

て ります。

　３） ロナを見 えた貨物取 事業 の

　国内での ク の が む中、本年 以 には航空業 においても人

、 物 の 発 による空 の 性 が されます。国際 においても2023

年上 には運行 開が見込まれ、 も に することが期 さ

れます。

　また、長崎 の 施 の 入が決定すれ 、空 営 、24時間 等 、

長崎空 を取り く が一 に することが期 されております。

　当社としましても ロナを見 えた貨物取 事業 の 定及び

ー を めて ります。

　当社にとりましては に しい経営 が続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が しながら、適正な航空貨物ターミナル施 の事業運営を

するとともに、 なる経営の効 に取り でまいる 存で います。

　株主の におかれましても、なお一 の 理 と を りますようお

い し上 ます。

（2）設備投資の状況

（3） 資金調達の状況

（4）対処すべき課題
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　当期におけるわが国の経 は、 ロナ ルス の の中において

の経 対 、 ク の により、全体としては 基 となりました。

　一方、航空業 においては人 制 を う 事 発 等の影響もあり

に しい状況が続きました。

　当社においても貨物取 事業に関しては、国際 では長崎空 における中国 方

航空の長崎-上 が2020年２月より２年間以上に り運 していることで、

貨物取 いは どありませ でした。また 入貨物取 いに関しては、 、成

経 の 入貨物取 いが22 3 と、前期と し しておりますが、主要 入

貨物であった長崎 クルー け 用 用 物 の 入が えているこ

と、及び国内 の で 貨物の保 が しくなっていること等の理

から、 ロナ 以前の には に く及 ない状況です。

　不動産 貸事業に関しては、 ロナ での航空 等の影響により長崎

空 発 の航空貨物 載可能 が に したことで、主要 ナ である航

空貨物 理 の事業 が しく したこと等の理 により、2社の が発生し

ました。

　当社の第３ 期（２ ２１年度）営業 況は のとおりです。

　 上 （営業 入）　 １ ４３ 　対前期  （ ）

　内 は のとおりです。

家 入　　　　　   対前期  ４ （ ）

貨物取 入　　　　　　  １ 　対前期    　 ４２ （１１１ ）

国内貨物取 入　　    １ 　対前期     １ ４ （ ４ ）

ル・その他 入　      ４ １ 　対前期 　  １ （ ２ ３ ）

　 貸事業の 況は、 のとおりです。

となった案

　2021年6月 に 理 ２ １ からの 及び 月 に航空会社 からの で

あわせて２ の が発生しました。

規入 となった案

　2022年3月に航空会社 の入 が１ 発生しました。

　貨物の 別 況は、 のとおりです。

　貨物取 事業　取 合計　３ 　対前期 　２ （１１ ）

　内 は のとおりです。

（定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　 　　

　 ロナ により2020年2月より中国 方航空上 の全 が運 しております。

（保 貨物）　　 　 　 １ 　対前期 　 １ （全 ） 

　 月に 経 け生 貨物の取 実 が いました。

（ ーター ）　　　 　　　 　対前期 　　　　        　　　 

　前期 取 実 が いませ でした。

入 （定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　　　   

　前期 取 実 が いませ でした。              

入 （保 貨物）　　　　　３ 　対前期 　１ （１ ３３ ）

　 用間 部 の 入 が しました。

入 （ ーター ）　　   　　　 　対前期          　　　　　　

　前期 取 実 が いませ でした。

　営業 用は、 １ 　 対前期 　  （ ４ ）

となりました。

　 した主な 用は のとおりです。

人 　　　１ １ 　 対前期   ２ ４ （ １１ ）

家 　　　 ４ 　 対前期 　１ １ （ ２ ）

　　　　１ ３３ 　 対前期      （ ３３ ）

　営業利益は、　 ２４ 　 対前期   １ （４ ）

となりました。

　営業外 益は、　 １１３ 　 対前期      　３ （ ２４ １ ）

となりました。  内 は のとおりです。

取利 　　　　 １ １ 　 対前期      　１ （ １４ ３ ）　

入　　　　　　 １２ 　 対前期        １ （ ）　

　経 利益は、　 ３ 　 対前期 　１ （４ １ ）

となりました。

　 別損 は、　　 １２ 　 対前期 　　 　 ３  （ ３３ ）

　航空会社 の間 に い発生した 定資産除 損です。

　法人 等は、　 　で前期と となり は いませ でした。

　結果、当期 利益は　４ ３２ 　 対前期 　２ （ ）

となりました。

　航空会社 の間 切 　２

　該当事項はありませ 。

　１） ロナ の対応

　当期は長引く ロナ ルス の影響による航空貨物事業

の 等により、入 ナ の が2 発生し、 規入 が1 発生し

ました。

　営業 入の が家 入である当社としましては、これまで以上に空

に け営業 ルを やし、 規 ナ の に けて して

ります。

　 時に ス についても、業務の見 しを り当期以上の した ス

に取 で ります。

　２）施 の 持

　公 的要 を持つ物 施 においては、 による 候変動に えう

る施 、2050年 に けた ー ー ルな施 運営を求められ

ております。

　長崎 の重要な物 拠点として 全・ 心な貨物ターミナルの施 運営を

とする当社としましても、 用開 ２ 年が経過し、 が む当社施

の計画的な施 を継続するとともに、 を した 備 を め

て ります。

　３） ロナを見 えた貨物取 事業 の

　国内での ク の が む中、本年 以 には航空業 においても人

、 物 の 発 による空 の 性 が されます。国際 においても2023

年上 には運行 開が見込まれ、 も に することが期 さ

れます。

　また、長崎 の 施 の 入が決定すれ 、空 営 、24時間 等 、

長崎空 を取り く が一 に することが期 されております。

　当社としましても ロナを見 えた貨物取 事業 の 定及び

ー を めて ります。

　当社にとりましては に しい経営 が続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が しながら、適正な航空貨物ターミナル施 の事業運営を

するとともに、 なる経営の効 に取り でまいる 存で います。

　株主の におかれましても、なお一 の 理 と を りますようお

い し上 ます。

（5）財産及び損益の状況の推移

（6）主要な事業内容

（7）従業員の状況

航空貨物ターミナルの経営

貨物の 役、保 及び

、事務 、上 、 、 施 の 理及び 貸

（2022年 3 月3 1日 ）

（ ）

  分

合計又は

従 業 員

１

１

２

年

61 0

22 0

41 5

前期

１

１ 　

続年

0 年

0 0年

0 4年

(注)１株当り当期 利益の は であり、期 発行 株式 に基づき算 しております。

　分

　　上　　

　　資　　産

　　資　　産

経　 　利　益

１　株　当　り

当 期  利 益

当 期  利 益

第26期
(201 年度)

第2 期
(201 年度)

第2 期
(2019年度)

第29期
(2020年度)

92 3

9

6 412

296

959 4 3

9 5 361

90 9 9

6 0

3 31

1 6

963 315

9 9 13

210

2 64

3 35

155

966 6 2

992 020

6 622

3 96

5 00

231

9 1 6 1

99 140

第30期
(2021年度)

1 543

5 3

4 32

21

6 413

12
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　当期におけるわが国の経 は、 ロナ ルス の の中において

の経 対 、 ク の により、全体としては 基 となりました。

　一方、航空業 においては人 制 を う 事 発 等の影響もあり

に しい状況が続きました。

　当社においても貨物取 事業に関しては、国際 では長崎空 における中国 方

航空の長崎-上 が2020年２月より２年間以上に り運 していることで、

貨物取 いは どありませ でした。また 入貨物取 いに関しては、 、成

経 の 入貨物取 いが22 3 と、前期と し しておりますが、主要 入

貨物であった長崎 クルー け 用 用 物 の 入が えているこ

と、及び国内 の で 貨物の保 が しくなっていること等の理

から、 ロナ 以前の には に く及 ない状況です。

　不動産 貸事業に関しては、 ロナ での航空 等の影響により長崎

空 発 の航空貨物 載可能 が に したことで、主要 ナ である航

空貨物 理 の事業 が しく したこと等の理 により、2社の が発生し

ました。

　当社の第３ 期（２ ２１年度）営業 況は のとおりです。

　 上 （営業 入）　 １ ４３ 　対前期  （ ）

　内 は のとおりです。

家 入　　　　　   対前期  ４ （ ）

貨物取 入　　　　　　  １ 　対前期    　 ４２ （１１１ ）

国内貨物取 入　　    １ 　対前期     １ ４ （ ４ ）

ル・その他 入　      ４ １ 　対前期 　  １ （ ２ ３ ）

　 貸事業の 況は、 のとおりです。

となった案

　2021年6月 に 理 ２ １ からの 及び 月 に航空会社 からの で

あわせて２ の が発生しました。

規入 となった案

　2022年3月に航空会社 の入 が１ 発生しました。

　貨物の 別 況は、 のとおりです。

　貨物取 事業　取 合計　３ 　対前期 　２ （１１ ）

　内 は のとおりです。

（定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　 　　

　 ロナ により2020年2月より中国 方航空上 の全 が運 しております。

（保 貨物）　　 　 　 １ 　対前期 　 １ （全 ） 

　 月に 経 け生 貨物の取 実 が いました。

（ ーター ）　　　 　　　 　対前期 　　　　        　　　 

　前期 取 実 が いませ でした。

入 （定期 ）　　　　　　　　　 　対前期 　　　　   

　前期 取 実 が いませ でした。              

入 （保 貨物）　　　　　３ 　対前期 　１ （１ ３３ ）

　 用間 部 の 入 が しました。

入 （ ーター ）　　   　　　 　対前期          　　　　　　

　前期 取 実 が いませ でした。

　営業 用は、 １ 　 対前期 　  （ ４ ）

となりました。

　 した主な 用は のとおりです。

人 　　　１ １ 　 対前期   ２ ４ （ １１ ）

家 　　　 ４ 　 対前期 　１ １ （ ２ ）

　　　　１ ３３ 　 対前期      （ ３３ ）

　営業利益は、　 ２４ 　 対前期   １ （４ ）

となりました。

　営業外 益は、　 １１３ 　 対前期      　３ （ ２４ １ ）

となりました。  内 は のとおりです。

取利 　　　　 １ １ 　 対前期      　１ （ １４ ３ ）　

入　　　　　　 １２ 　 対前期        １ （ ）　

　経 利益は、　 ３ 　 対前期 　１ （４ １ ）

となりました。

　 別損 は、　　 １２ 　 対前期 　　 　 ３  （ ３３ ）

　航空会社 の間 に い発生した 定資産除 損です。

　法人 等は、　 　で前期と となり は いませ でした。

　結果、当期 利益は　４ ３２ 　 対前期 　２ （ ）

となりました。

　航空会社 の間 切 　２

　該当事項はありませ 。

　１） ロナ の対応

　当期は長引く ロナ ルス の影響による航空貨物事業

の 等により、入 ナ の が2 発生し、 規入 が1 発生し

ました。

　営業 入の が家 入である当社としましては、これまで以上に空

に け営業 ルを やし、 規 ナ の に けて して

ります。

　 時に ス についても、業務の見 しを り当期以上の した ス

に取 で ります。

　２）施 の 持

　公 的要 を持つ物 施 においては、 による 候変動に えう

る施 、2050年 に けた ー ー ルな施 運営を求められ

ております。

　長崎 の重要な物 拠点として 全・ 心な貨物ターミナルの施 運営を

とする当社としましても、 用開 ２ 年が経過し、 が む当社施

の計画的な施 を継続するとともに、 を した 備 を め

て ります。

　３） ロナを見 えた貨物取 事業 の

　国内での ク の が む中、本年 以 には航空業 においても人

、 物 の 発 による空 の 性 が されます。国際 においても2023

年上 には運行 開が見込まれ、 も に することが期 さ

れます。

　また、長崎 の 施 の 入が決定すれ 、空 営 、24時間 等 、

長崎空 を取り く が一 に することが期 されております。

　当社としましても ロナを見 えた貨物取 事業 の 定及び

ー を めて ります。

　当社にとりましては に しい経営 が続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が しながら、適正な航空貨物ターミナル施 の事業運営を

するとともに、 なる経営の効 に取り でまいる 存で います。

　株主の におかれましても、なお一 の 理 と を りますようお

い し上 ます。

（5）財産及び損益の状況の推移

（6）主要な事業内容

（7）従業員の状況

航空貨物ターミナルの経営

貨物の 役、保 及び

、事務 、上 、 、 施 の 理及び 貸

（2022年 3 月3 1日 ）

（ ）

  分

合計又は

従 業 員

１

１

２

年

61 0

22 0

41 5

前期

１

１ 　

続年

0 年

0 0年

0 4年

(注)１株当り当期 利益の は であり、期 発行 株式 に基づき算 しております。

　分

　　上　　

　　資　　産

　　資　　産

経　 　利　益

１　株　当　り

当 期  利 益

当 期  利 益

第26期
(201 年度)

第2 期
(201 年度)

第2 期
(2019年度)

第29期
(2020年度)

92 3

9

6 412

296

959 4 3

9 5 361

90 9 9

6 0

3 31

1 6

963 315

9 9 13

210

2 64

3 35

155

966 6 2

992 020

6 622

3 96

5 00

231

9 1 6 1

99 140

第30期
(2021年度)

1 543

5 3

4 32

21

6 413

12

（8）主要な借入先及び借入額

該当事項はありませ 。

（1）発行可能株式総数

（2）発行済株式の総数

（3）株　主　数

（4）大　株　主

株

株

32 000

21 660

51

該当事項はありませ 。

２．会社の株式に関する事項 

３．会社の新株予約権等に関する事項

（2022年3月31日 ）

当 社 の 資 状 況
株 主

持 株 決

長 崎

長崎空 ル 株式会社

日 本 航 空 株 式 会 社

日 本 通 運 株 式 会 社

ール ス株式会社

株 式 会 社 十 行

株 式 会 社

事 株 式 会 社

株 式 会 社

ール 航空株式会社

株5 300

3 5 0

1 400

1 060

1 000

1 000

40

600

520

520

400

24 46

16 52

6 46

4 9

4 61

4 61

3

2

2 40

2 40

1 4
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（1）取締役及び監査役の状況

４．会社役員に関する事項

（2022年3月31日 ）

及び 当 重要な 職の状況

表取締役社長

表取締役専務

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

監 査 役

本

　 　

　　　保

手 　

　下　 一

　　　

　 成

　 　 一

長

(注)１

２

３

４

監査役　長 は、会社法第２条第１ 号に定める社外監査役であります。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会 結の時をもって、 は

取締役を 任し、 表取締役社長を 任いたしました。

取締役 本 が２ ２１年 月２ 日開 の第２ 取締役会において、 表取締

役社長に 任いたしました。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会 結の時をもって、取締役 、

の２ は 任いたしました。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会において、取締役 、

保 、手 の３ が選任され、 任いたしました。

長崎空 ル 株式会社

長崎

長崎空 ル 株式会社

日本航空株式会社

株式会社

日本通運株式会社

株式会社

事株式会社

株式会社

（専務取締役）

（ 部長）

（航空部長）

（日本 貨物 部部長）

（ 長）

（ 務取締役）

（ 航空統 長）

（ 表取締役社長）

（ 表取締役）

（取締役会長）

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
取締役　　2 　　5 3  うち社外　0        0

監査役　　1 　　2 1  うち社外　1  2 1
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（1）取締役及び監査役の状況

４．会社役員に関する事項

（2022年3月31日 ）

及び 当 重要な 職の状況

表取締役社長

表取締役専務

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

監 査 役

本

　 　

　　　保

手 　

　下　 一

　　　

　 成

　 　 一

長

(注)１

２

３

４

監査役　長 は、会社法第２条第１ 号に定める社外監査役であります。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会 結の時をもって、 は

取締役を 任し、 表取締役社長を 任いたしました。

取締役 本 が２ ２１年 月２ 日開 の第２ 取締役会において、 表取締

役社長に 任いたしました。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会 結の時をもって、取締役 、

の２ は 任いたしました。

２ ２１年 月２ 日開 の第２ 期定時株主 会において、取締役 、

保 、手 の３ が選任され、 任いたしました。

長崎空 ル 株式会社

長崎

長崎空 ル 株式会社

日本航空株式会社

株式会社

日本通運株式会社

株式会社

事株式会社

株式会社

（専務取締役）

（ 部長）

（航空部長）

（日本 貨物 部部長）

（ 長）

（ 務取締役）

（ 航空統 長）

（ 表取締役社長）

（ 表取締役）

（取締役会長）

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
取締役　　2 　　5 3  うち社外　0        0

監査役　　1 　　2 1  うち社外　1  2 1

５．会計監査人の状況

６．会社の体制及び方針

（3）社外監査役に関する事項

（1）会計監査人の名称

（1）業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

（2）株式会社の支配に関する基本方針

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（3）非監査業務の内容

　如水監査法人

　該当事項はありませ 。

　該当事項はありませ 。

　当社は、20 0 6年6月6日開 の取締役会において、会社法第36 2条第4項第6

号に基づき、内部統制 ス 構 の基本方針として「取締役に関する体制」

「監査役に関する体制」を整備していくことを決 しております。

　 行動 、 プ ス・ ルの制定をはじ

めとして内部統制 ス の整備に めております。

　当社は、会社法第45 条第1項に規定する の 当等を取締役会の決 に

より行う の定 の定めを けておりませ ので、該当事項はありませ 。

　 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報 　　　　　　1 65

　 当社が 払うべき その他の財産上の利益の合計 　　該当なし

(注) 本事業報告中の記載 は、表示 の を切り てて表示してお

　　　 ります。

分

監 査 役

 

長

主 な 動 状 況

当事業年度に開 の取締役会の全てに 、また、

業務・財産の状況について 取しかつ重要な決 書

類等を査 するなど監査業務を行っております。
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貸 借 対 照 表

（2022年3月31日 ）

（ ）

598, 967, 431 17, 333, 815

5, 381, 760

22, 715, 575

976, 413, 885

1, 083, 000, 000

976, 413, 885

△ 106, 586, 115

400, 162, 029

276, 566, 706

18, 000

123, 577, 323

999, 129, 460 999, 129, 460負債及び純資産合計

純 資 産 合 計

資 産 合 計

流 動 資 産 流 動 負 債

及 び 払

払 用

入 払 法 人 等

益 払 等

付法人 等 り

前 払 用 前

与 引 当

固 定 資 産 固 定 負 債

有形固定資産 入 保 証

物

構 物

運

備

無形固定資産

入

投資その他の資産

株主資本

長 期 性

資 本 金

長 期 前 払 用

利 益 剰 余 金

その他利益  106,586,115

利益  106,586,115

目 目

資 産 の 部 の 部

負 債 合　計

資 産 の 部

損 益 計 算 書
　2021年4月 1 日
　2022年3月31日

（ ）

（　　　　　　　　　　）

　　　上　　　

　　上　　 　　価

及び一般 理

営 業 外 収 益

　取　利　

　　 　　入

特 別 損 　 失

定資産除 損

税 引 前 当 期 純 利 益

法人 、 及び事業

当　　期　　純　　利　　益

　　　　目 　　

売 上 総 利 　 益

営 業 利 　 益

経 常 利 　 益

36, 344, 233

5, 724, 462

5, 838, 230

128, 732

5, 709, 498

4, 732, 498
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貸 借 対 照 表

（2022年3月31日 ）

（ ）

598, 967, 431 17, 333, 815

5, 381, 760

22, 715, 575

976, 413, 885

1, 083, 000, 000

976, 413, 885

△ 106, 586, 115

400, 162, 029

276, 566, 706

18, 000

123, 577, 323

999, 129, 460 999, 129, 460負債及び純資産合計

純 資 産 合 計

資 産 合 計

流 動 資 産 流 動 負 債

及 び 払

払 用

入 払 法 人 等

益 払 等

付法人 等 り

前 払 用 前

与 引 当

固 定 資 産 固 定 負 債

有形固定資産 入 保 証

物

構 物

運

備

無形固定資産

入

投資その他の資産

株主資本

長 期 性

資 本 金

長 期 前 払 用

利 益 剰 余 金

その他利益  106,586,115

利益  106,586,115

目 目

資 産 の 部 の 部

負 債 合　計

資 産 の 部

損 益 計 算 書
　2021年4月 1 日
　2022年3月31日

（ ）

（　　　　　　　　　　）

　　　上　　　

　　上　　 　　価

及び一般 理

営 業 外 収 益

　取　利　

　　 　　入

特 別 損 　 失

定資産除 損

税 引 前 当 期 純 利 益

法人 、 及び事業

当　　期　　純　　利　　益

　　　　目 　　

売 上 総 利 　 益

営 業 利 　 益

経 常 利 　 益

36, 344, 233

5, 724, 462

5, 838, 230

128, 732

5, 709, 498

4, 732, 498
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株主資本等変動計算書
　2021年4月 1 日
　2022年3月31日

（ ）

（　　　　　　　　　　）

株 主 資 本

資本

利益
株主資本 資産

合 計 合 計

当 期

当 期 変 動 -

-

-

- - - -

当 期 利 益

当期変動 合計

当 期

その他利益

利益

利益

合 計

 111 31 613  111 31 613

 106 5 6 115  106 5 6 115

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

個　別　注　記　表

当事業年度

有 定資産 2 6 566 06

定資産 1 000

損損
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株主資本等変動計算書
　2021年4月 1 日
　2022年3月31日

（ ）

（　　　　　　　　　　）

株 主 資 本

資本

利益
株主資本 資産

合 計 合 計

当 期

当 期 変 動 -

-

-

- - - -

当 期 利 益

当期変動 合計

当 期

その他利益

利益

利益

合 計

 111 31 613  111 31 613

 106 5 6 115  106 5 6 115

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

個　別　注　記　表

当事業年度

有 定資産 2 6 566 06

定資産 1 000

損損
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１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

　　（ ）

及 び 入

払

入 保 証

　 に計上されているものについては、（　）で示しております。

　 注 １ 時価の算定に用いた プ の 明

貸借対照表計上 時　価　 　
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１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

　　（ ）

及 び 入

払

入 保 証

　 に計上されているものについては、（　）で示しております。

　 注 １ 時価の算定に用いた プ の 明

貸借対照表計上 時　価　 　
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１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

(注)１ 貸借対照表計上 は、取得 価から 価 計 及び 損損 計

　　　　　を 除した であります。

　　　２ 当期 の時価は、主として不動産 定士による評価に基づいて算定した

　　　　　 であります。　　　

貸借対照表計上 時　　価

独立監査人の監査報告書

2021年5月20日長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

取　締　役　会　御中

如水監査法人

公認会計士 内　田　健　二 印
指 定 社 員
業務執行社員

謄　本

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1  定資産の 価 の方法

 1  有 定資産　定 法

2  引当 の計上基準

 1  与引当

　従業員の 与の 払に備えて、将来の 見込 のうち当事業年度の を計

上しております。

 2  職 付引当  

　従業員の 職 付に備えるため、 職 付に係る期 合要 を 職

付 務とする方法を用いた 法により計上しております。

3  益及び 用の計上基準

　家 入に係る 益は、 貸借 に基づき時の経過に応じて 益を認識してお

ります。

　 の 用に係る 益は、 が 用する について、 との 貸借 に

基づいて 用 に応じて 益を得ており、 を する 行義務を って

おります。当該 貸借 に基づく の は一定の期間に り 行義務を

する取引であり、 行義務の の 度に応じて 益を認識しております。

4  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1  等の会計 理

　 及び 方 の会計 理は、 方式によっております。

２ 会計方針の変 に関する注記

　当事業年度より、「 益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201

年 月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませ 。

３ 会計上の見積りに関する注記

　　（ 定資産の 損

1  当事業年度の計算書類に計上した 　

2  計算書類利用者の理 に資するその他の 報　

 1  算 方法

　当社は、不動産 貸業および貨物取 事業を営 でいるものの有 定資産は主

に不動産 貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから 貸不動

産を 一の資産として資産の ルー を行っております。 損の兆候が認められ

る場合については、当 の 資 見込 を下 ることとなった場合、 価 を

可能価 まで し、当該 を 損損 として計上しております。

 2  主要な 定

　主として ロナ ルス の の影響を け、 引前将来

・ ローの算 について、当該 の の影響を けた当事業年度を

含む営業損益を基礎とした 事業年度以 の損益 に基づき見積もっております。

当該 の による影響については、 ロナ での航空 等の影

響により長崎空 発 の航空貨物 載可能 が に し ナ が する

可能性を 引前将来 ・ ローを算 しております。

 3  事業年度の計算書類に与える影響

　主要な 定である ロナ ルス の の 、 時期や

の 状況には相当程度の不確実性があります。 状況や経 の影響等

が 定と する場合には見 しが必要となり、 事業年度以 の 定資産の 損

損 に影響を与える可能性があります。

４ 貸借対照表に関する注記

　有 定資産の 価 計 　

株主資本等変動計算書に関する注記

1  当事業年度の 日における発行 株式の 　

　 通株式　２１ 株

2  当事業年度の 日における 株式の 類及び株式

　該当事項はありませ 。

3  当事業年度中に行った の 当（当該事業年度の 日 に行う の 当

のうち、 の 当を ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませ 。

リースにより 用する 定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した 定資産の か、事務 の一部については、 有 外

ナ ス・リース により 用しております。

に関する注記

1  の状況に関する事項

　資 運用については長期的及び 期的な に 定し、 全・確実な運用を心が

けております。

　 及び 入 等の営業 は、取引 とに期日 理及び 理を行い

する体制をとっております。

2  の時価等に関する事項

　当期 における、貸借対照表計上 、時価及びこれらの については、 のと

おりです。

　なお、 は注記を しており、 は 期間で決 されるため時価が 価

と することから、注記を しております。また長期性 についても 利

であり時価が 価 に することから、注記を しております。

　 の時価を、時価の算定に用いた プ の 可能性及び重要性に応じて

以下の３つの ルに分類しております。

　　 ル１の時価 一の資産又は の 発な 場における（ 整の）相場価

　　　　　　　　　 により算定した時価

　　 ル２の時価 ル１の プ 以外の 又は間 的に 可能な プ　

　　　　　　　　　 を用いて算定した時価

　　 ル３の時価 重要な できない プ を 用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与える プ を 用している場合には、それらの

プ がそれ れ属する ルのうち、時価の算定における が も い ル

に時価を分類しております。

及び 入

　これらの時価は、一定期間 とに 分した とに、 と 期までの期間

及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定しており、 ル２

の時価に分類しております。

払

　これら時価は、一定期間 とに 分した 務 とに、その将来 ・ ローと、

払期日までの期間及び 用リスクを した利 を基に 引 価 法により算定

しており、 ル２の時価に分類しております。

入保証

　これらの時価は、 場価 がなく、かつ将来 ・ ローが 不能であ

ることから、 ル３の時価に分類しております。

貸等不動産に関する注記

1  貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、 内において、本社 物を 貸しております。

2  貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませ 。

１ １株当たり 報に関する注記

1  １株当たり 資産 　　４ １２

2  １株当たり当期 利益　　 ２１ ４

１１ 重要な 発事象に関する注記

　該当事項はありませ 。

（注）個別注記表の記載 は、表示 の を切り てて表示しております。

(注)１ 貸借対照表計上 は、取得 価から 価 計 及び 損損 計

　　　　　を 除した であります。

　　　２ 当期 の時価は、主として不動産 定士による評価に基づいて算定した

　　　　　 であります。　　　

貸借対照表計上 時　　価

独立監査人の監査報告書

2021年5月20日長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

取　締　役　会　御中

如水監査法人

公認会計士 内　田　健　二 印
指 定 社 員
業務執行社員

謄　本

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上

2022年5月25日

監　査　報　告　書 謄　本

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

監査役

表取締役社長

長　濵　海　介

辻　本　政　美

印

　当監査役は、２ ２１年４月１日から２ ２２年３月３１日までの第３ 期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、監査方針に基づき 査のうえ本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

１  監査役の監査の方法及びその内容

監査役は、取締役等との意思 通を り、 報の 集に めるとともに、取締役会そ

の他重要な会 に し、取締役等からその職務の執行状況について報告を け、必要

に応じて 明を求めました。 せて重要な決 書類等を し、業務及び財産の状況を

査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法 及び定 に適合することを確保するための体制及び

その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制に関しては、取締役会決 及

び当該決 に基づいた整備状況を検証いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を け、必要に応じ

て 明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２  監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法 及び定 に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。

取締役の職務の執行に関する不正の行 又は法 しくは定 に違 する重

な事実は認められませ 。

体制整備に関する取締役会 及び当該体制整備に関する取締役の職務の執行に

ついて、相当であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人、如水監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
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